
総合事業利用の流れ
総合事業には、要支援1・2の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能
の低下がみられた方(事業対象者)が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」
と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があります。
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